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議決事項 中協法条文

法
定
議
決
事
項

特
別
議
決

①定款の変更

第53条

②組合員の出資口数に係る限度の特例
③組合員の除名
④組合の解散又は合併
⑤事業の全部の譲渡
⑥役員の組合に対する損害賠償責任限度額を超える責任の免除
⑦新設合併の場合における設立委員の選任 第64条

普
通
議
決

⑧規約及び共済規程の設定、変更又は廃止
第51条⑨毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更

⑩経費の賦課及び徴収の方法
⑪団体協約の承認 第9条の2第13項
⑫決算関係書類の承認 第40条第8項
⑬役員の改選請求の同意 第42条
⑭清算人の選任 第68条

選
挙
又

は
選
任

⑮役員（理事及び監事）の選任 第35条第3項
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①借入金残高の最高限度

第51条・（定款）
② 1組合員に対する貸付け（手形の割引を含む）又は1組合員のためにする

金融機関に対する債務保証の残高の最高限度
③組合員の事業に関する債務保証の残高の最高限度
④ 1組合員のためにする組合員の事業に関する債務保証の残高の最高限度
⑤役員の報酬 第36条の3第3項・（定款）
⑥過怠金

第51条・（定款）
⑦加入金
⑧剰余金の配当
⑨手数料・使用料
⑩その他理事会において必要と認められた事項

 ※お問い合わせについては、事業振興部までお願いいたします。

3月決算期の組合では、通常総会の開催準備に取りかかる時期となりました。今回は総会議決事
項の一覧を掲載しますので、該当項目がございましたら忘れずに議案上程をお願いいたします。

組合相談コーナー

中小企業組合等支援施策情報
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

本年2月18日（月）から「平成30年度補正もの
づくり・商業・サービス生産性向上促進補助
金」の公募が開始されたことに伴い、3月11日

（月）、秋田市のホテルメトロポリタン秋田にお
いて「ものづくり補助金公募説明会」を開催し、
66社が参加しました。

この補助金は、革新的なサービス開発・試作
品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投
資等により生産性の向上を支援するもので、本
会が秋田県地域事務局として申請受付を行い
ます。今回の公募締切日は5月8日（水）となって
おりますので、補助金の申請をお考えの方は、
お早めの準備をお願いします。

■公 募 締 切　　5月8日（水）当日消印有効
■補　助　率　　1／2〜2／3
■補助限度額
　　一  般  型　　1000万円
　　小規模型　　 500万円
　※一定条件を満たすことで増額あり
■補助金の詳細は以下のURLをご覧ください。
　 http://www.chuokai-akita.or.jp/30monozukuri/

index.html
■お問い合わせ
　　ものづくり補助金秋田県地域事務局
　　☎018-874-9443

税務上の取扱い

この補助金のうち、固定資産の取得に充てるため
の補助金については圧縮記帳等が認められますが、
技術導入費、専門家経費等の固定資産の取得以外に
充てられた部分の金額については、法人税法第42
条及び所得税法第42条の規定を適用することがで
きません。

［ものづくり補助金公募説明会］


